
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋都市計画地区計画の決定計画書 

 

 

（ 泰 明 町 地 区 計 画 ） 

 

 

（ 名 古 屋 市 決 定 ） 

 



名古屋都市計画地区計画の決定（名古屋市決定） 

 

都市計画泰明町地区計画を次のように決定する。 

名  称 泰明町地区計画 

位  置 名古屋市港区泰明町及び川西通の各一部 

面  積 約２２．６ｈａ 

区

域

の

整

備 

・ 

開

発

及

び

保

全

の

方

針 

地区計画の目標 本地区は、市の南西部に位置し、あおなみ線名古屋競馬場前駅に近接し

ており、現在、名古屋競馬場が営業している。 

本地区を含む名古屋競馬場前駅周辺は、名古屋市都市計画マスタープラ

ン２０３０において地域拠点として位置付けられており、生活利便性や豊

かな都市活動を支えるための都市機能が集積する、地域の中心となる市街

地の形成を目指すとしている。 

本地区は、令和４年に名古屋競馬場が弥富市に移転した後、令和８年に

第２０回アジア競技大会のメイン選手村として利用し、大会後もレガシー

（遺産）として有効活用を図る予定である。 

 大会開催を契機として、「第２０回アジア競技大会選手村後利用基本構

想」に基づき、大会後の将来を見据えたまちづくりを進め、都市基盤の

整備とあわせて都市機能の誘導を図り、周辺環境と調和した、安心と交

流を生み出す次世代拠点の形成を目指す。 

土地利用の方針  地区の特性に応じて区域を４種類に区分し、それぞれ次の方針に基づい

た土地利用を図る。 

１ 賑わい地区（Ａ） 

あおなみ線駅及び主要幹線道路からの高いアクセス性や、土古公園に

近接した立地を活かして、商業施設を中心とした本地区の顔としてふさ

わしい、賑わいと活気にあふれた市街地の形成を図る。 

２ 賑わい地区（Ｂ） 

 地区内及び周辺住宅地と調和し、場外馬券売場等が立地する主要幹線

道路沿道の賑わいの創出を図る。 

３ 複合地区（Ａ） 

  あおなみ線駅及び主要幹線道路に近接した利便性を活かし、商業施設

や住宅など、周辺住宅地と調和した複合的な土地利用を図る。 

４ 複合地区（Ｂ） 

  住宅、福祉施設、教育施設など、周辺住宅地と調和した複合的な土地

利用を図る。 

地区施設の整備

方針 

１ 土地利用転換にあわせ、地区内外の交通処理を円滑に行うため、地区

幹線道路を整備する。 

２ 安全で快適な歩行者等の空間を確保するため、区画道路、歩道及び自

転車歩行者用通路を整備する。 

３ 地域住民及び地区来訪者の憩いの場並びに良好な都市環境を形成す

るため、公園を整備する。 



建築物等の整備

方針 

１ 地区内及び周辺環境との調和を図るため、建築物等の用途の制限を行

う。 

２ ゆとりのある空間を確保するため、容積率の最高限度、建蔽率の最高

限度、壁面の位置の制限を定める。 

３ 敷地の細分化を防ぐため、敷地面積の最低限度を定める。 

４ 周辺環境との調和を図るため、高さの最高限度を定める。 

５ 良好な都市景観の形成を図るため、形態又は色彩その他の意匠の制

限、垣又はさくの構造の制限を行う。 

６ 緑豊かな都市環境を実現するため、緑化率の最低限度を定める。 

地

区

整

備

計

画 

地区施設の配置

及び規模 

・地区幹線道路       幅員 １９ｍ  延長 約４２０ｍ 

・区画道路１号       幅員 １２ｍ  延長 約４５０ｍ 

・区画道路２号       幅員 １５ｍ  延長 約４８０ｍ 

・歩道１号         幅員  ３ｍ  延長 約４３０ｍ 

・歩道２号         幅員  １ｍ  延長 約３４０ｍ 

・自転車歩行者用通路１号  幅員  ８ｍ  延長 約３３０ｍ 

・自転車歩行者用通路２号  幅員  ８ｍ  延長 約１７０ｍ 

・公園           面積 約１１，０００㎡ 

（配置は計画図表示のとおり。） 

地区の 

区分 

区分の

名称 

賑わい地区（Ａ） 賑わい地区（Ｂ） 複合地区（Ａ） 複合地区（Ｂ） 

区分の

面積 

約５．３ｈａ 約３．６ｈａ 約７．９ｈａ 約５．８ｈａ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

建築物等の

用途の制限 

次の各号に掲

げる建築物は建

築してはならな

い。 

１ 風俗営業等

の規制及び業

務の適正化等

に関する法律

（昭和２３年

法律第１２２

号）第２条第

１項第１号か

ら第４号まで

に規定する風

俗営業又は同

条第６項に規

定する店舗型

性風俗特殊営

業の用途に供

するもの 

次の各号に掲

げる建築物は建

築してはならな

い。 

１ 風俗営業等

の規制及び業

務の適正化等

に関する法律

（昭和２３年

法律第１２２

号）第２条第

１項第１号か

ら第４号まで

に規定する風

俗営業又は同

条第６項に規

定する店舗型

性風俗特殊営

業の用途に供

するもの 

次の各号に掲

げる建築物は建

築してはならな

い。 

１ 風俗営業等

の規制及び業

務の適正化等

に関する法律

（昭和２３年

法律第１２２

号）第２条第

１項第１号か

ら第４号まで

に規定する風

俗営業又は同

条第６項に規

定する店舗型

性風俗特殊営

業の用途に供

するもの 

次の各号に掲

げる建築物は建

築してはならな

い。 

１ 風俗営業等

の規制及び業

務の適正化等

に関する法律

（昭和２３年

法律第１２２

号）第２条第

１項に規定す

る風俗営業又

は同条第６項

に規定する店

舗型性風俗特

殊営業の用途

に供するもの 

２ 勝馬投票券

発売所、場外



２ 勝馬投票券

発売所、場外

車券売場、場

内車券売場又

は勝舟投票券

発売所 

３ 倉庫業を営

む倉庫 

４ 畜舎 

２ 倉庫業を営

む倉庫 

３ 畜舎 

２ 勝馬投票券

発売所、場外

車券売場、場

内車券売場又

は勝舟投票券

発売所 

３ 倉庫業を営

む倉庫 

４ 畜舎 

車券売場、場

内車券売場又

は勝舟投票券

発売所 

３ カラオケボ

ックスその他

これに類する

もの 

４ 畜舎 

建築物の容

積率の最高

限度 

１０分の２０ 

－ 

建築物の建

蔽率の最高

限度 

１０分の６ 

（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５３条第３項第２号に該当

する建築物については１０分の７） 

 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上

必要なものについてはこの限りでない。 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

５００㎡ 

ただし、公衆便所、巡査派出所そ

の他これらに類する建築物で、公益

上必要なものの敷地については、こ

の限りでない。 

１３０㎡ 

ただし、公衆便所、巡査派出所そ

の他これらに類する建築物で、公益

上必要なものの敷地については、こ

の限りでない。 

壁面の位置

の制限 

建築物の外壁

又はこれに代わ

る柱（以下「外

壁等」という。）

の面は、次に示

す位置を超えて

建築してはなら

ない。 

１ 歩道１号、

歩道２号から

５ｍ 

２ 地区幹線道

路から１ｍ 

  

ただし、それ

ぞれの距離に満

たない距離にあ

る建築物又は建

築物の部分が、

次の各号のいず

建築物の外壁

又はこれに代わ

る柱（以下「外

壁等」という。）

の面は、次に示

す位置を超えて

建築してはなら

ない。 

１ 歩道２号か

ら５ｍ 

２ 地区幹線道

路、区画道路１

号、自転車歩行

者用通路１号、

自転車歩行者

用通路２号か

ら１ｍ 

 

 ただし、それ 

ぞれの距離に満 

建築物の外壁

又はこれに代わ

る柱（以下「外

壁等」という。）

の面は、次に示

す位置を超えて

建築してはなら

ない。 

１ 歩道１号か

ら５ｍ 

２ 地区幹線道

路、区画道路２

号、自転車歩行

者用通路１号

から１ｍ 

３ 隣地境界線

から０．５ｍ 

  

ただし、それ 

ぞれの距離に満

建築物の外壁

又はこれに代わ

る柱（以下「外

壁等」という。）

の面は、次に示

す位置を超えて

建築してはなら

ない。 

１ 区画道路１

号、区画道路２

号、自転車歩行

者用通路１号、

自転車歩行者

用通路２号か

ら１ｍ 

２ 隣地境界線

から０．５ｍ 

  

ただし、それ 

ぞれの距離に満



れかに該当する

場合は、この限

りでない。 

１ 外壁等の中

心線の長さの

合計が３ｍ以

下のもの。 

２ 軒の高さが

２．３ｍ以下

で、かつ床面積

の合計が５㎡

以下のもの。 

３ 公衆便所、

巡査派出所そ

の他これらに

類する建築物

で公益上必要

なもの。 

たない距離にあ 

る建築物又は建 

築物の部分が、 

次の各号のいず 

れかに該当する 

場合は、この限 

りでない。 

１ 外壁等の中

心線の長さの

合計が３ｍ以

下のもの。 

２ 軒の高さが

２．３ｍ以下

で、かつ床面積

の合計が５㎡

以下のもの。 

３ 公衆便所、

巡査派出所そ

の他これらに

類する建築物

で公益上必要

なもの。 

たない距離にあ

る建築物又は建

築物の部分が、

次の各号のいず

れかに該当する

場合は、この限

りでない。 

１ 外壁等の中

心線の長さの

合計が３ｍ以

下のもの。 

２ 軒の高さが

２．３ｍ以下

で、かつ床面積

の合計が５㎡

以下のもの。 

３ 公衆便所、

巡査派出所そ

の他これらに

類する建築物

で公益上必要

なもの。 

たない距離にあ

る建築物又は建

築物の部分が、

次の各号のいず

れかに該当する

場合は、この限

りでない。 

１ 外壁等の中

心線の長さの

合計が３ｍ以

下のもの。 

２ 軒の高さが

２．３ｍ以下

で、かつ床面積

の合計が５㎡

以下のもの。 

３ 公衆便所、

巡査派出所そ

の他これらに

類する建築物

で公益上必要

なもの。 

建築物等の

高さの最高

限度 

建築物等の各

部分の高さは、

３１ｍ以下とす

る。 

建築物等の各

部分の高さは、

次に掲げるもの

以下とする。 

１ ３１ｍ 

２ 当該部分か

ら区画道路１

号の反対側の

境界線までの

水平距離が８

ｍ以内の範囲

にあっては、

当該水平距離

の１．２５倍

に１０ｍを加

えたもの、当

該水平距離が

８ｍを超える

範囲にあって

は、当該水平

距離から８ｍ

を減じたもの

の１．５分の

建築物等の各

部分の高さは、

３１ｍ以下とす

る。 

建築物等の各

部分の高さは、

当該部分から区

画道路１号の反

対側の境界線ま

での水平距離が

８ｍ以内の範囲

にあっては、当

該 水 平 距 離 の

１．２５倍に１

０ｍを加えたも

の、当該水平距

離が８ｍを超え

る範囲にあって

は、当該水平距

離から８ｍを減

じたものの１．

５分の１に２０

ｍを加えたもの 



「区域及び地区の区分は計画図表示のとおり」 

 

 

理 由 

 第２０回アジア競技大会後の将来のまちづくりを見据え、都市基盤の整備とあわせて都市機能

を誘導し、大会のレガシー（遺産）として、安心と交流を生み出す次世代拠点の形成を図る。 

１に２０ｍを

加えたもの 

建築物等の

形態又は色

彩その他の

意匠の制限 

 建築物等の形態又は色彩その他の意匠は、周辺環境及び地区計画の区域

内の他の建築物と調和したものとし、良好な景観の形成に寄与するものと

する。 

建築物の緑

化率の最低

限度 

１０分の 

１．５ 

１０分の１ 

垣又はさく

の構造の制

限 

地区施設（公園は除く。）に面する垣やさくは、生垣又は透過性のある

フェンス等（高さ６０ｃｍ以下の部分はこの限りでない。）とするととも

に、周辺市街地に圧迫感や閉塞感を与えないよう配慮するものとする。 

ただし、門はこの限りでない。 


